
名古屋栄養専門学校教育課程編成委員会規程 

（目的） 

第 1 条 この規程は、名古屋栄養専門学校が、実践的かつ専門的な職業教育を実施するた

めに、企業等との連携を通じて必要な情報の把握・分析を行ない、教育課程の編成に活かす

ことを目的に設置する教育課程編成委員会（以下「委員会」という。）に関して必要な事項

を定める。       

 

（所管事項） 

第 2 条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

(1) 業界における人材の専門性の動向 

(2) 国又は地域の産業振興の方向性 

(3) 実務に必要な最新の知識・技術・技能 

(4) その他、教育課程の編成に関する事項                         

 

（委員） 

第 3 条 委員会の委員は学校長及び学校長が指名する教職員の他、専攻分野に関する企業

等の役職員から広く専任するものとし、少なくとも以下の①または②から 1名、③から 1名

以上を委員に加えるものとする。 

① 業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、地方公共

団体等の役職員 

② 専攻分野に関する学会や学術機関の有識者 

③ 実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員 

2 委員の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。 

3 補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。 

 

（委員長等） 

第 4 条 委員会の委員長は学校長とし、委員会の会務を総理する。 

2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職

務を代理する。 

 

（報酬） 

第 5 条 委員会委員の報酬及び費用弁償については、本校が定める基準により支払う。 

 

（会議） 

第 6 条 委員会の会議は委員長が招集する。 

2 委員会の会議は、委員総数の過半数をもって成立する。 



3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって行う。 

 

附則 

この規程は、平成 31 年 3 月 20 日から施行する。 

 

附則 

 この規程は、令和元年 8 月 26 日から施行する。 

 

附則 

 この規程は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附則 

 この規程は、令和 6 年 4 月 12 日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

教育課程編成委員会委員名簿 

 

 

氏名 所属  

前田 篤史 独立行政法人 国立病院機構 

三重中央医療センター 

栄養管理室 主任栄養士 

職能団体 

山田 千晶 日本ゼネラルフード株式会社

人材開発部 技術指導室 

次長 

管理栄養士 

企業等役員 

小島 三枝 社会福祉法人 英楽会   

楓林花の里 

栄養管理課長  

企業等委員 

深谷 英幸 南医療生活協同組合 

総合病院 南生協病院 

栄養支援室科長 

公益社団法人 

愛知県栄養士会理事 

職能団体 

 

 


